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世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画改定素案に対する区民意見と区の考え方 

 

意見概要及び区の考え方（８件） 

ＮＯ 意見概要 区の考え方 

１ 

新型感染症が発生した際に新たに開発・導

入されるワクチンについて、区民の生命・健

康を守る観点から、以下の施策を「世田谷区

新型インフルエンザ等対策行動計画」に盛

り込むべきと考えます。 

 

①医師への協力義務化 

 予防接種健康被害救済制度に基づく救済

申請について、医師が協力することを義務

付けるとともに、副反応についての報告を

義務化し、リスクを早期に把握できる体制

を整える。  

①の回答 

 病院、診療所の医師等は、定期接種または

臨時の予防接種が原因と疑われる症状が接

種を受けてから一定の期間内に確認された

場合に、副反応疑い報告を行うこととされ

ています。 

また、予防接種健康被害救済制度申請のた

めの必要書類の作成について、引き続き医

療機関へ協力の依頼を行ってまいります。 

 

 

  

２ 

②接種者の健康状態調査とリスク分析 

 ワクチン接種者の接種前後の健康状態を

調査し、副反応のリスクを分析する体制を

設ける。副反応のリスクが従来のワクチン

を上回る場合は、接種を中止する。 

 

 

②の回答 

 予防接種法において、接種前の健康状態

を調べ、接種の可否を判断する予診が義務

付けられています。予診を丁寧に行うこと

で、接種することが適切であるか慎重に判

断してまいります。 

 

３ 

③「疑わしきは接種せず」の原則導入 

 副反応と接種の因果関係が明確でない場

合でも、「疑わしきは接種せず」という原則

を取り入れ、安全性に疑義がある際には接

種を中止する。 

 

期待される効果 

これらの施策を行動計画に盛り込むこと

で、ワクチンによる健康被害を未然に防ぎ、

区民が安心して接種できる体制を確保する

ことができます。区民の安全と安心を守る

ため、安全性を最優先にしたご対応をお願

い申し上げます。 

③の回答 

 国の基準と科学的知見に基づき接種を実

施してまいりますが、安全性を常時監視し、

疑義が生じた際は、各関係機関と協議の上、

速やかに対応できる体制を整えてまいりま

す。 
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ＮＯ 意見概要 区の考え方 

４ 

①区行政として科学的な行動を行えるよう

に制度として担保すること。 

 

 

 

 

 

  

①の回答 

 今回改正いたします世田谷区新型インフ

ルエンザ等対策行動計画では、区対策本部

体制の中に有識者を委員とする「世田谷区

健康危機管理連絡会」を区対策本部の助言

機関として位置づけております。有事にお

いては、こちらの連絡会からの助言等も踏

まえ、適切な対応を行ってまいります。  

５ 

②保育園や小中学校においては、インフラ

基盤業務や医療関係業務に従事する保護者

が出勤する際に適切な保育や受け入れが出

来るようにすること。特に重要インフラ業

務従事者においては、在宅勤務をしていて

も子供には構っていられないという実態に

配慮すること。 

 

②③の回答 

 区は区民生活及び区民経済の安定を確保

するための取組みを行い、新型インフルエ

ンザ等対策として、学校の使用の制限やそ

の他長期間の学校の臨時休業の要請等がな

された場合は、必要に応じ、教育及び学びの

継続に関する取組等の必要な支援を行って

まいります。また、新型インフルエンザ等及

び新型インフルエンザ等のまん延の防止に

関する措置による事業者の経営及び区民生

活への影響を緩和し、生活と経済の安定を

図るため、当該影響を受けた事業者を支援

するために必要な財政上の措置その他の必

要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講

じてまいります。 

６ 

③高齢者への重点支援もわかるが、社会イ

ンフラ維持という観点には劣後する(社会

を最低限動かす人達の感染等対策を優先す

べき)という点も加味すること。 
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ＮＯ 意見概要 区の考え方 

７ 

④大震災発災時に他の観点よりも感染症対

策を優先すること。 

④の回答 

 災害時においての感染症対策は、避難所

等での感染症の流行予防等、様々な観点か

ら対策を行う必要があります。区では平時

から感染対策も含めた災害時への備え（災

害時に使用する感染症対策物品の備蓄）や

区民への事前の普及啓発に取り組んでおり

ます。大規模災害が発生した際には、区の災

害対策本部体制の下、災対各部間で連携し

て避難所における感染症対策の強化や、自

宅療養者等への情報共有、避難の支援等、災

害及び感染症への複合対応を的確かつ速や

かに行うとともに、標準予防策などの周知、

感染症情報の収集、感染症が発生した際の

迅速な防疫措置等、適切な感染症対策を行

うよう努めてまいります。 

８ 

コロナ禍の 2021/8末に出産しました。 

 優先接種が始まった当初は妊婦への接種

を推奨せずとなっていましたが、その後 WHO

の方針が更新され、6月頃には妊婦への接種

も推奨するとされました。 

その後 8 月に妊婦の死亡例が出てきたこ

とで厚労省から事務連絡が発出され、優先

接種の枠に妊婦を含める自治体が増えまし

たが、WHOの推奨更新から自治体の方針変更

までの 2ヶ月のタイムラグとなりました。 

 私は WHO 等の情報を得て接種を希望し、

優先接種の対象としてもらえないか世田谷

区の窓口に電話をして確認しましたが、当

時は拒否され産前の接種は叶いませんでし

た。 

 産後すぐに接種しに行きましたが、乳幼

児を細切れの睡眠で育てながら接種に出向

くこと、その後の副作用で高熱が出ている

間も授乳しなければならなかったこと、な

により子に免疫を移行できなかったことな

ど、デメリットが多くありました。 

厚労省の方針が発出されないと優先接種

新型インフルエンザ等の発生時は、患者

数の増大が予想されるため、地域の医療資

源（医療人材や病床等）が逼迫する可能性が

あります。このような状況下では、重症化リ

スクの高い方の保護、医療提供体制の維持、

集団施設での感染拡大リスク低減の必要性

を総合的に判断し、接種の優先順位を検討

することが必要となります。ご指摘のとお

り、優先接種対象者や優先順位は国の方針

に基づき進めることとなるため、感染症の

特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）、感染状況等を勘案し、国の方針

も踏まえて対応してまいります。 
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ＮＯ 意見概要 区の考え方 

対象者に加えにくい事情も理解しますが、

接種を希望する身体的弱者に対しての対応

を柔軟にしていただけると嬉しいです。  

 


